
連結確定申告書

の記載について

この冊子は、連結納税の承認を受けた連結法人の平成15年

確定申告及び個別帰属額等の届出を行う

なお、各表の記載要領は主要な別表のみを掲げてありますので、この冊子に記載されていない別表

については、各表の裏面及び単体申告用の「法人税申告書の記載の手引」を参考に記載してください。

この冊子の内容等についてお分かりにならない点などがありましたら、最寄りの税務署の法人課税

(第一)部門にお尋ねください。

国 税 庁

・個別帰属額等の届出書

（ 月31日終了連結事業年度用）平成15年３

３月31日終了の連結事業年度に係る連結

場合の申告手続や各表の記載要領をまとめたものです。
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